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様式第１号（１）（第２条関係） 

身体障害者診断書・意見書（視覚障害用） 

 総括表 

氏 名 年  月  日生 男・女 

住 所 

① 障害名（部位を明記） 

② 
原因となった 
疾病・外傷名 

  交通、労災、その他の事故、戦傷、戦災、自然災害、 
疾病、先天性、その他（            ） 

③ 疾病・外傷発生年月日      年  月  日・場所 

④ 参考となる経過・現症（エックス線写真及び検査所見を含む。） 

 

障害固定又は障害確定（推定）     年  月  日 

⑤ 総合所見 

 

                ［ 軽度化による将来再認定  要 ・ 不要
（再認定の時期    年    月後）

 ］ 
⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

       年  月  日 

  病院又は診療所の名称 

  所    在    地 

  診療担当科名        科     医師氏名          ○印   

 身体障害者福祉法第１５条第３項の意見〔障害程度等級についても参考意見を記

入〕 

   障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に 

     ・該当する （  級相当） 内訳 

     ・該当しない 

視力     級  

視野     級  

  
注意 １ 障害名には現在起こっている障害、例えば両眼視力障害、両耳ろう、右

上下肢麻痺
ひ

、心臓機能障害等を記入し、原因となった疾病には、緑内障、

先天性難聴、脳卒中、僧帽弁膜狭窄
さく

等原因となった疾患名を記入してくだ

さい。 

２ 障害区分や等級決定のため、埼玉県社会福祉審議会から改めて次ページ

以降の部分についてお問い合わせする場合があります。 

 



 視覚障害の状況及び所見 

 １ 視力 

 裸眼視力 矯 正 視 力 

右眼      ×    Ｄ 
（ 

ｃｙｌ    Ｄ  Ａｘ   ° 

 

） 

左眼      ×    Ｄ 
（ 

ｃｙｌ    Ｄ  Ａｘ   ° 

 

） 

 

 ２ 視野 

  ゴールドマン型視野計 

  （１）周辺視野の評価（Ⅰ／４） 

     ①両眼の視野が中心10度以内 

  上 内上 内 内下 下 外下 外 外上 合計  

 右          度（≦80） 

 左          度（≦80） 

  ②両眼による視野が２分の１以上欠損（ はい ・ いいえ ）    

  

  （２）中心視野の評価（Ⅰ／２） 

  上 内上 内 内下 下 外下 外 外上 合計  

 右         ① 度 

  左          ② 度 

   
                    （①と②のうち大きい方)  （①と②のうち小さい方) 

 

  両眼中心 

  視野角度（Ⅰ／２） 
（    ×３ ＋   ）／４＝   度 

  

 又は 

  自動視野計   

  （１）周辺視野の評価        

     両眼開放エスターマンテスト  両眼開放視認点数   点 

  

  （２）中心視野の評価（10－2プログラム） 

右 ③ 点（≧26ｄＢ）  

    左 ④ 点（≧26ｄＢ）  

  

            （③と④のうち大きい方) （③と④のうち小さい方) 

   両眼中心視野 

   視認点数 
（    ×３ ＋   ）／４＝   点 

  

 ３ 現症 

 右 左 

前   眼   部   

中 間 透 光 体   

眼       底   
 

 



 

視
野
コ
ピ
ー
貼
付 

（注） ゴールドマン型視野計を用いた視野図を添付する場合には、どのイソプタが 

   Ⅰ／４の視標によるものか、Ⅰ／２の視標によるものかを明確に区別できるよ 

   うに記載すること。 
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　 別表（第３条関係）

１年 ２年 ３年 ４年 計

埼 玉 県 立 浦 和 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (360) (360) (360) 1,080

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 熊 谷 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 (320) 320 960

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 川 越 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360

400 360 760

埼 玉 県 立 春 日 部 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 400 1,120

定時制 普 通 科 80 80 80 80 320

埼 玉 県 立 松 山 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

理 数 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 川 口 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 360 1,000

埼玉県立浦和第一女子高等学校 全日制 普 通 科 360 360 400 1,120

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 熊 谷 女 子 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 川 越 女 子 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 400 360 1,120

埼 玉 県 立 進 修 館 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (40) (40) 80

総合学科 (200) (160) (160) 520

電気シス 40 40 40 120

テム科

情報メデ 40 40 40 120

ィア科

ものづく 40 40 40 120

り科

埼玉県立春日部女子高等学校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

外国語科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 松 山 女 子 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 深 谷 第 一 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 320 880

埼 玉 県 立 鴻 巣 女 子 高 等 学 校 全日制 普 通 科 120 120 120 360

保 育 科 40 40 40 120

家政科学 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 誠 和 福 祉 高 等 学 校 全日制 総合学科 (120) (120) (120) 360

福 祉 科 (80) (80) (80) 240

埼 玉 県 立 常 盤 高 等 学 校 全日制 看 護 科 80 80 80 240

専攻科 看護専攻 80 80 160

科

埼 玉 県 立 浦 和 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 400 1,120

男

男

男

共

男

生  徒  定  員
課　程名　　称 学　科

男・女
・共学
の別

男

共

男

男

共

女

女

女

女

共

共

共

共

共

共

共

共

共

女

共

共

女

女

女

女

女



 

 

 

 

埼 玉 県 立 不 動 岡 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (320) 960

外国語科 (40) (40) (40) 120

埼 玉 県 立 本 庄 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (320) 960

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 児 玉 高 等 学 校 全日制 普 通 科 160 160 160 480

埼 玉 県 立 飯 能 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 越 ケ 谷 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (320) 960

定時制 普 通 科 80 80 80 80 320

埼 玉 県 立 久 喜 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 小 川 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 秩 父 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

埼 玉 県 立 大 宮 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 360 1,000

理 数 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 小 鹿 野 高 等 学 校 全日制 総合学科 (120) (120) (120) 360

埼 玉 県 立 蕨 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 360 320 1,000

外国語科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 草 加 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 360 1,080

埼 玉 県 立 朝 霞 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (320) 960

定時制 普 通 科 80 80 80 80 320

埼 玉 県 立 岩 槻 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

国際文化 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 蓮 田 松 韻 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (200) (240) (240) 680

埼 玉 県 立 越 谷 北 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 360 1,000

理 数 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 坂 戸 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

外国語科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 吉 川 美 南 高 等 学 校 全日制 総合学科 (120) (120) (120) 360

定時制 総合学科 (160) (160) (160) (160) 640

埼 玉 県 立 桶 川 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 和 光 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 越 生 高 等 学 校 全日制 普 通 科 120 120 120 360

美 術 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 新 座 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 ふ じ み 野 高 等 学 校 全日制 普 通 科 160 160 160 480

スポーツ 80 80 80 240

サイエン

共

共

共

共

共

共

共

共

共

女

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

共

ス科

埼 玉 県 立 八 潮 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 川 口 北 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 400 1,120

埼玉県立上尾鷹の台高等学校 全日制 普 通 科 (240) (240) (240) 720

埼 玉 県 立 志 木 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

埼 玉 県 立 所 沢 北 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

理 数 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 日 高 高 等 学 校 全日制 普 通 科 160 160 160 480

埼 玉 県 立 深 谷 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

埼 玉 県 立 栗 橋 北 彩 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (240) (240) (240) 720

埼 玉 県 立 越 谷 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 360 360 1,040

外国語科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 北 本 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 川 越 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 360 1,080

埼 玉 県 立 熊 谷 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

理 数 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 三 郷 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

埼 玉 県 立 草 加 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

外国語科 40 40 40 120

埼玉県立大宮武蔵野高等学校 全日制 普 通 科 240 240 280 760

埼 玉 県 立 富 士 見 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

埼 玉 県 立 滑 川 総 合 高 等 学 校 全日制 総合学科 (280) (280) (280) 840

埼 玉 県 立 羽 生 第 一 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 240 640

埼 玉 県 立 上 尾 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 280 280 800

埼 玉 県 立 新 座 柳 瀬 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (240) (240) (240) 720

埼 玉 県 立 春 日 部 東 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

人 文 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 白 岡 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 杉 戸 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 川 口 東 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 320 880

埼 玉 県 立 浦 和 北 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (320) 960

埼 玉 県 立 飯 能 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 240 640

埼玉県立鶴ケ島清風高等学校 全日制 普 通 科 (240) (240) (240) 720

埼 玉 県 立 鷲 宮 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 240 280 800

埼 玉 県 立 朝 霞 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 360 1,000

埼 玉 県 立 川 越 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 360 1,000

埼 玉 県 立 所 沢 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 坂 戸 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (360) 1,000

埼 玉 県 立 妻 沼 高 等 学 校 全日制 普 通 科 160 160 160 480

埼 玉 県 立 越 谷 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960
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埼 玉 県 立 大 宮 東 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 280 240 760

体 育 科 80 80 80 240

埼 玉 県 立 南 稜 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

外国語科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 桶 川 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 所 沢 中 央 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 草 加 東 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 三 郷 北 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

埼 玉 県 立 庄 和 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 松 伏 高 等 学 校 全日制 普 通 科 160 160 200 520

音 楽 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 岩 槻 北 陵 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 大 宮 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 360 1,080

埼 玉 県 立 狭 山 清 陵 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 240 240 680

埼 玉 県 立 越 谷 東 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 280 280 840

埼 玉 県 立 宮 代 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 240 640

埼 玉 県 立 浦 和 東 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 320 960

埼 玉 県 立 上 尾 橘 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

埼 玉 県 立 川 越 初 雁 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 240 240 680

埼 玉 県 立 入 間 向 陽 高 等 学 校 全日制 普 通 科 320 320 360 1,000

埼 玉 県 立 草 加 西 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

埼 玉 県 立 川 口 青 陵 高 等 学 校 全日制 普 通 科 280 320 280 880

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 全日制 普 通 科 800 800 800 2,400

埼 玉 県 立 芸 術 総 合 高 等 学 校 全日制 美 術 科 (40) (40) (40) 120

音 楽 科 (40) (40) (40) 120

映像芸術 (40) (40) (40) 120

科

舞台芸術 (40) (40) (40) 120

科

埼 玉 県 立 川 越 工 業 高 等 学 校 全日制 デザイン 40 40 40 120

科

建 築 科 40 40 40 120

機 械 科 80 80 80 240

電 気 科 40 40 40 120

化 学 科 80 80 80 240

定時制 普 通 科 (40) (40) (40) (40) 160

工業技術 (80) (80) (80) (80) 320

科

埼 玉 県 立 川 口 工 業 高 等 学 校 全日制 機 械 科 80 80 80 240

電 気 科 80 80 80 240
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情報通信 80 80 80 240

科

定時制 工業技術 (80) (80) (80) (80) 320

科

埼 玉 県 立 浦 和 工 業 高 等 学 校 全日制 電 気 科 80 80 80 240

機 械 科 80 80 80 240

設備シス 40 40 40 120

テム科

情報技術 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 狭 山 工 業 高 等 学 校 全日制 機 械 科 80 80 80 240

電 気 科 80 80 80 240

電子機械 80 80 80 240

科

埼 玉 県 立 大 宮 工 業 高 等 学 校 全日制 機 械 科 80 80 80 240

電 気 科 40 40 40 120

建 築 科 80 80 80 240

電子機械 80 80 80 240

科

定時制 工業技術 80 80 80 80 320

科

埼 玉 県 立 久 喜 工 業 高 等 学 校 全日制 電 気 科 40 40 40 120

工業化学 40 40 40 120

科

機 械 科 80 80 80 240

環境科学 40 40 40 120

科

情報技術 40 40 40 120

科

埼玉県立春日部工業高等学校 全日制 機 械 科 80 80 80 240

建 築 科 80 80 80 240

電 気 科 80 80 80 240

埼 玉 県 立 熊 谷 工 業 高 等 学 校 全日制 電 気 科 40 40 40 120

建 築 科 40 40 40 120

土 木 科 40 40 40 120

機 械 科 80 80 80 240

情報技術 40 40 40 120

科

埼玉県立三郷工業技術高等学校 全日制 機 械 科 80 80 80 240

電子機械 40 40 40 120
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科

電 気 科 40 40 40 120

情報技術 40 40 40 120

科

情報電子 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 深 谷 商 業 高 等 学 校 全日制 商 業 科 160 160 160 480

会 計 科 40 40 40 120

情報処理 80 80 80 240

科

専攻科 情報会計 40 40

専攻科

埼 玉 県 立 幸 手 桜 高 等 学 校 全日制 総合学科 (200) (240) (240) 680

埼 玉 県 立 岩 槻 商 業 高 等 学 校 全日制 商 業 科 120 120 120 360

情報処理 80 80 80 240

科

埼 玉 県 立 浦 和 商 業 高 等 学 校 全日制 商 業 科 200 200 200 600

情報処理 80 80 80 240

科

埼 玉 県 立 大 宮 商 業 高 等 学 校 全日制 商 業 科 240 240 240 720

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

商 業 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 熊 谷 商 業 高 等 学 校 全日制 商 業 科 160 160 160 480

情報処理 40 80 80 200

科

埼 玉 県 立 皆 野 高 等 学 校 全日制 商 業 科 40 80 80 200

情報処理 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 所 沢 商 業 高 等 学 校 全日制 情報処理 80 80 80 240

科

国際流通 80 80 80 240

科

ビジネス 80 80 80 240

会計科

埼 玉 県 立 狭 山 経 済 高 等 学 校 全日制 流通経済 80 80 80 240

科

会 計 科 80 80 80 240

情報処理 80 80 80 240

科

埼 玉 県 立 熊 谷 農 業 高 等 学 校 全日制 食品科学 40 40 40 120
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科

生物生産 80 80 80 240

工学科

生活技術 80 80 80 240

科

生物生産 80 80 80 240

技術科

埼 玉 県 立 杉 戸 農 業 高 等 学 校 全日制 生物生産 40 40 40 120

技術科

園 芸 科 40 40 40 120

造 園 科 40 40 40 120

食品流通 40 40 40 120

科

生活技術 40 40 40 120

科

生物生産 40 40 40 120

工学科

埼 玉 県 立 川 越 総 合 高 等 学 校 全日制 総合学科 (240) (240) (240) 720

埼 玉 県 立 与 野 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 360 1,080

埼 玉 県 立 鴻 巣 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 200 600

商 業 科 80 80 80 240

埼 玉 県 立 所 沢 高 等 学 校 全日制 普 通 科 360 360 360 1,080

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 上 尾 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720

商 業 科 120 120 120 360

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

埼 玉 県 立 寄 居 城 北 高 等 学 校 全日制 総合学科 (200) (240) (240) 680

埼 玉 県 立 豊 岡 高 等 学 校 全日制 普 通 科 (320) (320) (320) 960

埼 玉 県 立 鳩 山 高 等 学 校 全日制 普 通 科 120 120 120 360

情報管理 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 八 潮 南 高 等 学 校 全日制 普 通 科 80 80 80 240

商 業 科 80 80 80 240

情報処理 80 80 80 240

科

埼 玉 県 立 大 宮 光 陵 高 等 学 校 全日制 普 通 科 200 200 240 640

美 術 科 40 40 40 120

音 楽 科 40 40 40 120

書 道 科 40 40 40 120

埼 玉 県 立 和 光 国 際 高 等 学 校 全日制 普 通 科 240 240 240 720
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外国語科 80 80 80 240

埼 玉 県 立 久 喜 北 陽 高 等 学 校 全日制 総合学科 (320) (320) (320) 960

埼 玉 県 立 鳩 ケ 谷 高 等 学 校 全日制 普 通 科 160 160 160 480

園芸デザ 40 40 40 120

イン科

情報処理 80 80 80 240

科

埼玉県立秩父農工科学高等学校 全日制 農 業 科 40 40 40 120

食品化学 40 40 40 120

科

森林科学 40 40 40 120

科

電気シス 40 40 40 120

テム科

機械シス 40 40 40 120

テム科

ライフデ 40 40 40 120

ザイン科

フードデ 40 40 40 120

ザイン科

定時制 普 通 科 40 40 40 40 160

専攻科 情報機械 20 20 40

システム

専攻科

埼 玉 県 立 い ず み 高 等 学 校 全日制 生物生産 40 40 40 120

科

生物サイ 40 40 40 120

エンス科

生物資源 40 40 40 120

化学科

環境デザ 40 40 40 120

イン科

環境サイ 40 40 40 120

エンス科

環境建設 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 児 玉 白 楊 高 等 学 校 全日制 生物資源 40 40 40 120

科

環境デザ 40 40 40 120

イン科
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機 械 科 40 40 40 120

電子機械 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 羽 生 実 業 高 等 学 校 全日制 園 芸 科 40 40 40 120

農業経済 40 40 40 120

科

商 業 科 40 40 40 120

ビジネス 40 40 40 120

会計科

情報処理 40 40 40 120

科

埼玉県立新座総合技術高等学校 全日制 電子機械 40 40 40 120

科

情報技術 40 40 40 120

科

デザイン 40 40 40 120

科

総合ビジ 40 80 80 200

ネス科

服飾デザ 40 40 40 120

イン科

食物調理 40 40 40 120

科

専攻科 デザイン 15 15 30

専攻科

埼玉県立越谷総合技術高等学校 全日制 電子機械 40 80 80 200

科

情報技術 40 40 40 120

科

流通経済 40 40 40 120

科

情報処理 40 40 40 120

科

服飾デザ 40 40 40 120

イン科

食物調理 40 40 40 120

科

埼 玉 県 立 羽 生 高 等 学 校 定時制 普 通 科 (160) (160) (160) (160) 640

埼 玉 県 立 戸 田 翔 陽 高 等 学 校 定時制 総合学科 (240) (240) (240) (240) 960

埼 玉 県 立 狭 山 緑 陽 高 等 学 校 定時制 総合学科 (240) (240) (240) (240) 960
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埼 玉 県 立 吹 上 秋 桜 高 等 学 校 定時制 総合学科 (240) (240) (240) (240) 960

埼 玉 県 立 大 宮 中 央 高 等 学 校 通信制 普 通 科 1500 1500 1500 1500 6,000

定時制 普 通 科 200 200 200 200 800
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備考

　１　単位制による課程を設置する学校の当該課程の生徒定員は、次の表のとおりとする。

　　学　　校　　名　　 課　程

埼 玉 県 立 大 宮 中 央 高 等 学 校 通信制 500 500 500 500 2,000

定時制 200 200 200 200 800

埼 玉 県 立 久 喜 北 陽 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 川 越 総 合 高 等 学 校 全日制 240 240 240 720

埼 玉 県 立 浦 和 北 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 進 修 館 高 等 学 校 全日制 40 40 80

200 160 160 520

埼 玉 県 立 羽 生 高 等 学 校 定時制 160 160 160 160 640

埼 玉 県 立 浦 和 高 等 学 校 全日制 360 360 360 1,080

埼 玉 県 立 芸 術 総 合 高 等 学 校 全日制 40 40 40 120

40 40 40 120

40 40 40 120

40 40 40 120

埼 玉 県 立 川 越 工 業 高 等 学 校 定時制 40 40 40 40 160

80 80 80 80 320

埼 玉 県 立 川 口 工 業 高 等 学 校 定時制 80 80 80 80 320

埼 玉 県 立 大 宮 工 業 高 等 学 校 定時制 80 80 80 80 320

埼 玉 県 立 越 ケ 谷 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 坂 戸 西 高 等 学 校 全日制 320 320 360 1,000

埼 玉 県 立 小 鹿 野 高 等 学 校 全日制 120 120 120 360

埼 玉 県 立 朝 霞 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 戸 田 翔 陽 高 等 学 校 定時制 240 240 240 240 960

埼 玉 県 立 滑 川 総 合 高 等 学 校 全日制 280 280 280 840

埼 玉 県 立 誠 和 福 祉 高 等 学 校 全日制 120 120 120 360

80 80 80 240

埼 玉 県 立 不 動 岡 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

40 40 40 120

埼玉県立上尾鷹の台高等学校 全日制 240 240 240 720

埼 玉 県 立 新 座 柳 瀬 高 等 学 校 全日制 240 240 240 720

埼玉県立鶴ケ島清風高等学校 全日制 240 240 240 720

埼 玉 県 立 寄 居 城 北 高 等 学 校 全日制 200 240 240 680

埼 玉 県 立 狭 山 緑 陽 高 等 学 校 定時制 240 240 240 240 960

学 科 生　　徒　　定　　員

普 通 科

普 通 科

総 合 学 科

総 合 学 科

普 通 科

普 通 科

総 合 学 科

普 通 科

普 通 科

美 術 科

音 楽 科

映 像 芸 術 科

舞 台 芸 術 科

普 通 科

工 業 技 術 科

工 業 技 術 科

工 業 技 術 科

普 通 科

普 通 科

総 合 学 科

普 通 科

総 合 学 科

総 合 学 科

総 合 学 科

福 祉 科

普 通 科

外 国 語 科

普 通 科

普 通 科

普 通 科

総 合 学 科

総 合 学 科

埼 玉 県 立 蓮 田 松 韻 高 等 学 校 全日制 200 240 240 680

埼 玉 県 立 栗 橋 北 彩 高 等 学 校 全日制 240 240 240 720

埼 玉 県 立 吹 上 秋 桜 高 等 学 校 定時制 240 240 240 240 960

埼 玉 県 立 本 庄 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 吉 川 美 南 等 学 校 全日制 120 120 120 360

定時制 160 160 160 160 640

埼 玉 県 立 幸 手 桜 高 等 学 校 全日制 200 240 240 680

埼 玉 県 立 豊 岡 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 熊 谷 高 等 学 校 全日制 320 320 320 960

埼 玉 県 立 川 越 高 等 学 校 全日制 360 360

　２　全日制の課程普通科に外国語コース、情報コース、体育コース、情報ビジネスコース、情報コミュニ

　　ケーションコース又はスポーツコースを設置する学校の当該コースの生徒定員は、次の表のとおりとす

　　る。

普 通 科

普 通 科

総 合 学 科

普 通 科

総 合 学 科

総 合 学 科

総 合 学 科

普 通 科

普 通 科

普 通 科

　外国語コース

学 校 名

埼 玉 県 立 大 宮 光 陵 高 等 学 校 120

　情報コース

学 校 名

埼 玉 県 立 日 高 高 等 学 校 120

埼 玉 県 立 上 尾 橘 高 等 学 校 80

　体育コース

学 校 名

埼 玉 県 立 八 潮 高 等 学 校 120

埼 玉 県 立 児 玉 高 等 学 校 120

　情報ビジネスコース

学 校 名

埼 玉 県 立 松 伏 高 等 学 校 160

　情報コミュニケーションコース

学 校 名

埼 玉 県 立 白 岡 高 等 学 校 40

　スポーツコース

学 校 名

埼 玉 県 立 飯 能 南 高 等 学 校 240

　３　保護者の転勤等に伴う転入学及び第16条第４項に規定する入学に係る生徒定員は、埼玉県教育委員会

　　教育長が別に定める。

課程 １年 ２年 ３年 計

全日制 80 80 80

課程 １年 ２年 ３年 計

全日制 40

課程 １年 ２年 ３年 計

全日制 40 40 80

計

全日制 40 40 40

全日制 40 40 40

全日制 80

課程 １年 ２年 ３年

課程 １年 ２年 ３年 計

全日制 40 40 40

３年 計

全日制 40 40 40

課程 １年 ２年
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   ＦＴ－ＮＭＲ（フーリエ変換核磁気共鳴）装置 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   平成31年２月28日（木） 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県産業技術総合センター 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成28年埼玉県告示第999

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場



所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課総務・物品調達担当 篠原 電話048-830-5780（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月23日（木）午前10時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月22日（水）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月23日（木）午前10時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県総務部入札課 平成30年８月23日（木）午前10時10分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額



を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成30年８月８日（水）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を平成30年７月５日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ 特記事項 

   本件入札は、入札の結果、落札者との契約の締結について、議会の議決に付



すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年埼玉県条例第15号）

に基づき、県議会の議決に付さなければならない契約となる場合には、落札者

と仮契約を取り交わし、県議会の議決後に本契約を締結する。 

   なお、落札決定から本契約までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の

措置要綱第３条の規定による入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結で

きない（契約辞退を申し出るものとする。）。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Name and Quantity of the Products to Be Purchased: 

    FT-NMR（Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance）spectrometer, One 

Complete Set 

⑵ Deadline for Submissions: 

    By Electronic Bidding System: 10:00 am, Thursday, August 23, 2018 

    By Registered Mail: 5:00 pm, Wednesday, August 22, 2018 

    In Person: 10:00 am, Thursday, August 23, 2018 

⑶ Contact Information: 

    General Affairs・Supplies Procurement Group, Bidding Services Division, 

    Department of General Affairs, Saitama Prefectural Government 

    Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-9301, Japan 

    Tel. 048-830-5780 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   展示ケース等 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   平成30年12月25日（火） 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県立文書館 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成28年埼玉県告示第999

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場



所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課総務・物品調達担当 青柳 電話048-830-5778（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月24日（金）午前10時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月23日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月24日（金）午前10時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県総務部入札課 平成30年８月24日（金）午前10時10分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額



を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成30年８月８日（水）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を平成30年７月５日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ 特記事項 

   本件入札は、入札の結果、落札者との契約の締結について、議会の議決に付



すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年埼玉県条例第15号）

に基づき、県議会の議決に付さなければならない契約となる場合には、落札者

と仮契約を取り交わし、県議会の議決後に本契約を締結する。 

   なお、落札決定から本契約までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の

措置要綱第３条の規定による入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結で

きない（契約辞退を申し出るものとする。）。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Name and Quantity of the Products to Be Purchased: 

    Exhibition Cases etc. , One Complete Set 

⑵ Deadline for Submissions: 

    By Electronic Bidding System: 10:00 am, Friday, August 24, 2018 

    By Registered Mail: 5:00 pm, Thursday, August 23, 2018 

    In Person: 10:00 am, Friday, August 24, 2018 

⑶ Contact Information: 

    General Affairs・Supplies Procurement Group, Bidding Services Division, 

    Department of General Affairs, Saitama Prefectural Government 

    Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-9301, Japan 

    Tel. 048-830-5778 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   ハンドル式移動棚等 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   平成30年11月30日（金） 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県立文書館 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成28年埼玉県告示第999

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場



所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課総務・物品調達担当 青柳 電話048-830-5778（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月24日（金）午後１時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月23日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成30年８月24日（金）午後１時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県総務部入札課 平成30年８月24日（金）午後１時10分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額



を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成30年８月８日（水）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を平成30年７月５日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ 特記事項 

   本件入札は、入札の結果、落札者との契約の締結について、議会の議決に付



すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年埼玉県条例第15号）

に基づき、県議会の議決に付さなければならない契約となる場合には、落札者

と仮契約を取り交わし、県議会の議決後に本契約を締結する。 

   なお、落札決定から本契約までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の

措置要綱第３条の規定による入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結で

きない（契約辞退を申し出るものとする。）。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Name and Quantity of the Products to Be Purchased: 

    Handle Type Movable Shelf etc. , One Complete Set 

⑵ Deadline for Submissions: 

    By Electronic Bidding System: 1:00 pm, Friday, August 24, 2018 

    By Registered Mail: 5:00 pm, Thursday, August 23, 2018 

    In Person: 1:00 pm, Friday, August 24, 2018 

⑶ Contact Information: 

    General Affairs・Supplies Procurement Group, Bidding Services Division, 

    Department of General Affairs, Saitama Prefectural Government 

    Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-9301, Japan 

    Tel. 048-830-5778 
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（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
川
口
都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                            



１ 購入等件名及び予定数量 

  現場写真作成装置用プリントパックの購入（単価契約） 4,342箱 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂 

 ３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成30年５月15日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＤＮＰアイディーシステム 東京都新宿区新宿４丁目３番17号 

５ 落札金額 

  41,735,304円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成30年４月３日 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

澤 
 

 

隆 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

加
須
幸
手
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

加
須
市
睦
町
二
丁
目
八
四
番
一
地
先

か
ら 

加
須
市
南
篠
崎
字
嵯
峨
二
三
八
五
番

一
地
先
ま
で 

加
須
市
本
町
一
〇
〇
八
番
一
地
先
か

ら 加
須
市
南
篠
崎
字
嵯
峨
二
三
八
五
番

一
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

一
五
・
九
八
～ 

 
 

 

八
七
・
五
〇 

七
・
九
〇
～ 

 
 

 

三
七
・
三
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
七
六
二
・
〇
〇 

二
一
四
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 

 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

澤 
 

 

隆 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

加
須
菖
蒲
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

加
須
市
上
三
俣
字
中
野
島
五
九
六
番

一
地
先
か
ら 

加
須
市
睦
町
一
丁
目
一
二
三
番
二
地

先
ま
で 

加
須
市
睦
町
一
丁
目
一
一
八
番
五
地

先
か
ら 

加
須
市
睦
町
一
丁
目
一
二
三
番
二
地

先
ま
で 

区 
 

 

間 

七
・
一
八
～ 

 
 

 

一
六
・
五
一 

七
・
一
八
～ 

 
 

 

三
五
・
二
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
〇
六
・
九
〇 

一
五
六
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 

 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
五
月
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
九
〇
〇
一
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
六
月
十
八
日 

 
 

越
建
セ
第
一
三
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
砂
河
原
千
四
百
六
十
一
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
五
丁
目
十
九
番
地
二 

ウ
エ
ス
ト
ヒ
ル
ズ
一
〇
一 

 
 

小
林 

篤
史 
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